
地区街づくり活動方針 

協議会の名称 内山の市街地整備推進協議会 

協議会の承認 平成２６年 ６月 ９日   認定番号 協議会－５（Ｈ２６） 

 

活動の方針 

 内山地区の市街化区域編入は、これまでの一括編入から、地区の特性に見

合った段階的編入への転換を行うことになった。平成２８年度頃に予定され

ている第７回線引きの見直しにおいては、市街化区域に隣接し、市街化区域

編入への意向が高く、かつ、宅地率・道路率等の高い地区が、市街化区域編

入の可能性のある区域（既成市街地編入）として想定される。 

編入と合わせて、地区計画を定めるにあたり、前段として内山地区全体の

街づくりのあり方、生活道路のあり方についての基本的な考え方の検討を行

う。 

 また、既成市街地編入地区の地区計画の具体的内容は市主導で案が作成さ

れるが、市街化区域編入及び地区計画の地権者合意形成に向けて、会として

積極的に支援していく。 

今後の活動 

（１）内山地区の街づくり構想（案）の検討、作成 

【平成２６年度】 

○内山の街づくりの方針、生活道路の基本的考え方作成（６月～８月） 

○生活道路についての調査（６月～８月） 

・現況の道路について詳細把握 

・生活道路に関するアンケート調査 

・望ましい道路幅員について 

○内山地区の街づくり目標と将来像に関する意見交換（１０月～１２月） 

・街づくりの目標 

・街の将来像と街づくりのテーマ 

・地区計画の基本方針 

・地権者との意見交換 

【平成２７年度以降】 

○内山地区の街づくり構想の策定 

○次期市街化区域編入地区の研究 

（２）広報活動等（随時） 

○街づくりニュース等の発行や、行政と協働による説明会等の開催 

 


